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フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 

 
１．物質特定情報 

名称 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 

CAS No. 117-81-7 

分子式 C24H38O4 / C6H4(COOC8H17)2 

分子量 390.6 

備考  

（日本語版 ICSC） 

２．物理化学的性状 

物理的性状 特徴的な臭気のある、無色～淡色の粘稠液体 

沸点（℃） 385 

融点（℃） －50 

比重（水＝１） 0.986 

水への溶解性 溶けない 

水オクタノール分配係数（logPow） 5.03 

蒸気圧（ｋPa(20℃)） 0.001 

相対蒸気密度（空気＝１） 13.45 

引火点（℃） 215（O.C.） 

発火温度（℃） 350 

（日本語版 ICSC） 

３．主たる用途・使用実績 

用途 プラスチック添加剤（可塑剤）として使用される。（H4 専門委員会監視項目） 

塩化ビニル、ニトロセルロース、メタクリル酸、塩化ゴムに良好な相溶性がある。特に塩

化ビニル製品にはよく、主としてシート、レザー、電波被覆材、農ビ用フィルム、ペース

トに適する。（13901） 

名称 フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 

使用量 － 

生産量 268,830t 

輸出量 54,521t 

使用実績 

輸入量 7,220t 

(13901) 
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４．現行規制等 

水質基準値（mg/l） なし 

監視項目指針値（mg/l） 0.06 

その他基準（mg/l） 薬品基準×、資機材基準×、給水装置基準× 

他法令の規制値等 

環境基準値（mg/l） なし 

要監視項目（mg/l） 0.06 

諸外国等の水質基準値又はガイドライン値 

WHO（mg/l） 0.008（第２版及び第３版ドラフト） 

EU（mg/l） なし 

USEPA（mg/l） 0.006 

 
５．水道水（原水・浄水）での検出状況等 

○監視項目調査 

  指針値（0.06 ㎎/）に対して 

年度   10%超過 20%超過 30%超過 40%超過 50%超過 60%超過 70%超過 80%超過 90%超過

  

  

測 定 

地点数 

10%以下 20%以下 30%以下 40%以下 50%以下 60%以下 70%以下 80%以下 90%以下 100%以下

100%

超過

H12 原水 1,356 1,339 12 2 2 0 0 1 0 0 0 0

    表流水 747 736 8 1 1 0 0 1 0 0 0 0

    ダム・湖沼水 36 34 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    地下水 573 569 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

      その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  浄水 313 312 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    表流水 157 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ダム・湖沼水 7 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    地下水 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  （指針値の超過状況） 

 合計 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度 12 年度 

原水 0 / 6,923 / / 0 / 1,435 0 / 1,416 0 / 1,443 0 / 1,273 0 / 1,356 

浄水 0 / 1,317 / / 0 / 231 0 / 256 0 / 249 0 / 268 0 / 313 

     注）合計の欄の測定地点数は５年間の延べ地点数である。 

 

 - 2 - 



目０９ 

６．測定手法 

溶媒抽出－GC-MS 法により測定できる。 

溶媒抽出－GC-MS 法による定量下限（CV２０%）は、0.0002mg/L である。 

 
７．毒性評価 

DEHP は IARC（2000）では Group ３（ヒト発がん性物質として分類できない）に分類されている。現行の

設定値は、Morton (1979)の７日間混餌投与実験の無毒性量 2.5 mg/kg/day、不確実係数 100 を用いて

TDI を 250μg/kg/day と設定して算出された。げっ歯類に特有に認められるペルオキシソーム増殖作用

に起因する変化を無毒性量設定の根拠としていることから、この値から TDI を設定することは不適切であ

る。 

 比較的低い投与量域での生殖発生毒性が二つの生殖発生毒性試験に関する論文（Lamb et al., 1987: 

Tyl et al., 1988）において明確な LOAEL 及び NOAEL が記載されている。示されている。Lamb et al. 

(1987)は雌雄の CD-1 マウスに 0.01, 0.1, 0.3%の DEHP を含む飼料を与えて交配実験を行ったところ、

0.1%投与群で出産回数、母体当たりの出産生児数及び生児出産率の低下を認めたことから、LOAEL

は 144 mg/kg/day (0.1 %)、NOAEL は 14 mg/kg/day (0.01%)としている。また、Tyl et al. (1988)は、CD-1

マウスの妊娠 0-17 日に 0.025, 0.05, 0.1, 0.15%の DEHP を含む飼料を与えたとき、0.05% (91 mg/kg/day )

以上の投与量で形態異常胎児の増加が認められことから、LOAEL は 91 mg/kg/day (0.05%), NOAEL は

44 mg/kg/day (0.025%)としている。 

 Poon et al. (1997)は雌雄各 10 匹の SD ラット（体重 105-130 g）に 5, 50, 500, 5000 ppm の DEHP を含む

飼料を 13 週間与えたところ、500 ppm 以上の投与量で雄ラットにおいて精巣セルトリ細胞空砲化の発生

頻度が増加することから、LOAEL は 37.6 mg/kg/day (500 ppm)、NOEL は 3.7 mg/kg/day (50 ppm)として

いる。 

 
８．処理技術 

 通常の浄水方法のうち、凝集沈澱＋砂ろ過により除去できる。 

 
９．水質基準値（案） 

（１）評価値 

  生殖発生の有害影響を指標とすると、Lamb et al. (1987)の結果から NOAEL は 14 mg/kg/day となり、

また、精巣の病理組織学的変化を指標としたときの NOAEL は Poon et al. (1997)の結果から 3.7 

mg/kg/day となる。これらの値に不確実係数 100（種差：10、個体差：10）を用い、当面の TDI が 40-140 

µg/kg/day と設定された（厚生省、2000）。 

TDI 40 µg/kg/day を基に、DEHP の主要摂取経路は食品である（Kavlock et al., 2002）ことから寄与率

を 10%、ヒトの１日摂水量を２L とし、評価値を 40 µg/kg × 50 kg × 0.1 ÷ 2L = 100 µg/L とすることが

妥当と考えられる。 

 - 3 - 



目０９ 

 
（２）項目の位置づけ 

  浄水の水質は評価値に対して問題となるような値ではないが、原水では検出されていること、

内分泌かく乱作用が疑われていることから、水質管理目標設定項目として経過を観察していく

ことが適当である。 
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